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昇試に役立つ擬律判断シリーズ



○ 罰則総論編（chapter01~06）

本書の使い方

罰則とは何かChapter 01

左から右へ読み進めよう

06

そもそも罰則って何？
科料と過料の違いは？
直罰と間接罰の違いは？
そんな疑問はマンガを読んで解決しましょう！
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○ 罰則各論編（chapter07~14）

一目でわかる「○○法違反」　～廃掃法、銃刀法違反等編～ ： 本書の使い方

Chapter12：特定商取引に関する法律

事実の不告知（70 ①）

70�：次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、3�年以
下の懲役又は300�万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
①�第 6条……の規定に違反したとき。

STEP 1 条文を確認しよう 

公訴時効 3 年
緊急逮捕 ○
裁判員裁判 ×
両罰規定 ○（74Ⅰ②）：1億円以下の罰金

STEP 3 公訴時効期間や緊急逮捕の可否などを確認しよう

STEP 2 成立要件を確認しよう

6 Ⅱ�：販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約の締結
について勧誘をするに際し、前項第１号から第５号までに掲げる事項につき、故意に
事実を告げない行為をしてはならない。

要件① 要件②
販売業者等が訪問販売に係る売買契約等につ
いての勧誘を行う際

契約に関する重要な事項について故意に告げ
ないこと

72

条文が離れたところにあって
読みづらい！
そんな煩わしさを解決しました。

成立要件などを
サクッと確認できます。

実務でよく使う
事項に絞って
まとめました。
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罰則とは何かChapter 01

左から右へ読み進めよう
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罰則規定のルールChapter 03
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拳銃等所持罪（31の 3 Ⅰ前段）

31の 3
Ⅰ ：第 3 条第 1 項の規定に違反して拳銃等を所持した場合には、当該違反行為を

した者は、1 年以上10年以下の懲役に処する。

STEP 1 条文を確認しよう 

客体 行為 その他
拳銃等（1丁）
※	拳銃、小銃、機関銃、砲（3の 4）

所持 法定の除外事由に当たらない

STEP 2 成立要件を確認しよう

公訴時効 7 年
緊急逮捕 ○
裁判員裁判 ×
両罰規定 ○（37Ⅱ②）：300万円以下の罰金

STEP 3 公訴時効期間や緊急逮捕の可否などを確認しよう

3 Ⅰ ：何人も、……を除いては、銃砲若しくはクロスボウ（……）（以下「銃砲等」という。）
又は刀剣類を所持してはならない。

　拳銃等を不法に所持する行為を罰する規定である。

Chapter 07 銃砲刀剣類所持等取締法
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Chapter07：銃砲刀剣類所持等取締法

拳銃等複数所持罪（31の 3 Ⅰ後段）

31の 3
Ⅰ ：第 3 条第 1 項の規定に違反して拳銃等を所持した場合には、当該違反行為を

した者は、1 年以上10年以下の懲役に処する。この場合において、当該拳銃等
の数が 2 以上であるときは、1 年以上15年以下の懲役に処する。

STEP 1 条文を確認しよう

公訴時効 10年
緊急逮捕 ○
裁判員裁判 ×
両罰規定 ○（37Ⅲ③）：500万円以下の罰金

STEP 3 公訴時効期間や緊急逮捕の可否などを確認しよう

客体 行為 その他
拳銃等（2丁以上） 所持 法定の除外事由に当たらない

STEP 2 成立要件を確認しよう

3 Ⅰ ：何人も、……を除いては、銃砲若しくはクロスボウ（……）（以下「銃砲等」という。）
又は刀剣類を所持してはならない。

　拳銃等を複数所持する行為を加重処罰する規定である。
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Chapter07：銃砲刀剣類所持等取締法

拳銃等加重所持罪（31の 3 Ⅱ）

公訴時効 10年
緊急逮捕 ○
裁判員裁判 ×
両罰規定 ○（37Ⅱ①）：1,000万円以下の罰金

STEP 3 公訴時効期間や緊急逮捕の可否などを確認しよう

31条の 3
Ⅱ ：前項の違反行為をした者で、当該違反行為に係る拳銃等を、当該拳銃等に適

合する実包又は当該拳銃等に適合する金属性弾丸及び火薬と共に携帯し、運搬
し、又は保管したものは、3 年以上の有期懲役に処する。

STEP 1 条文を確認しよう 

31の 3
Ⅰ ：第 3 条第 1 項の規定に違反して拳銃等を所持した場合には、当該違反行為をした者

は、1 年以上10年以下の懲役に処する。この場合において、当該拳銃等の数が 2 以上
であるときは、1 年以上15年以下の懲役に処する。

STEP 2  成立要件を確認しよう

客体 行為① 行為② 行為③
適合実包等 共に携帯

例�	適合実包を装填し
た拳銃を携帯

例		拳銃をベルトに挟
み、適合実包をポ
ケットに入れていた

共に運搬
例�	拳銃と適合実包を
同一のトラックの
荷台に乗せて運搬

共に保管
例�	拳銃と適合実包を
同一家屋内で保管

　拳銃等を適合実包等と共に携帯する行為を加重処罰する規定である。
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Chapter07：銃砲刀剣類所持等取締法

拳銃等組織的所持罪（31の 3 Ⅲ）

公訴時効 10年
緊急逮捕 ○
裁判員裁判 ×
両罰規定 ×

STEP 3 公訴時効期間や緊急逮捕の可否などを確認しよう

31条の 3
Ⅲ ：次の各号に掲げる規定の違反行為が、団体の活動として、当該違反行為を実

行するための組織により行われたときは、当該違反行為をした者は、当該各号
に定める刑に処する。
① ：第 1 項前段　1 年以上15年以下の懲役又は 1 年以上15年以下の懲役及び

500万円以下の罰金
② ：第 1 項後段　1 年以上の有期懲役又は 1 年以上の有期懲役及び700万円以

下の罰金
③ ：前項　5 年以上の有期懲役又は 5 年以上の有期懲役及び 3,000万円以下の

罰金

STEP 1 条文を確認しよう

STEP 2 刑罰を確認しよう

①　組織的拳銃等所持罪 ②　組織的拳銃等複数所持罪 ③　組織的拳銃等加重所持罪
組織的に
拳銃等所持（31の 3Ⅰ前）

組織的に
拳銃等複数所持（31の3Ⅰ後）

組織的に
拳銃等加重所持（31の 3Ⅱ）

1年～15年の懲役
or

1 年～15年の懲役+500万
円以下の罰金

1年～20年の懲役
or

1 年～20年の懲役+700万
円以下の罰金

5年～20年の懲役
or

5 年～20年の懲役+3,000
万円以下の罰金
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